
せみね監督署だより

令和８年５月１日発行（第15８号）

ひと、くらし、
みらいのために
ひと、くらし、
みらいのために 発行 瀬峰労働基準監督署（所在地：栗原市瀬峰下田50-８ 電話：0228-38-3131）

▶本号では、職場における熱中症防止対策のためのガイドラインについてお伝えい
たします。
▶瀬峰署管内における休業４日以上の労働災害発生状況等についてお伝えします。
令和８年１～３月の瀬峰署管内の休業４日以上の死傷者数は、下記のとおり前年

同期比で４人減少、率にして12.1％と減少傾向が続いており、死亡災害も令和７年
に続いて０件となっています。
業種別では、商業が40％の増加と昨年度に引き続き災害発生件数が多い状況にあ

り、運輸交通業が前年同期比200％と大幅に増加しています。一方、昨年度災害発
生件数が多かった建設業が71.4％の減少と先月同様に大幅に減少し続けています。
▶令和７年６月１日に労働安全衛生規則が改正され、職場の熱中症対策が強化され
ましたが、依然として職場における熱中症による死傷者が増加傾向にあることから、
厚生労働省では職場における熱中症防止対策に係る検討会にて検討を重ね、今般、
「職場における熱中症防止対策のためのガイドライン」を策定しました。こちらの
ガイドラインを安全衛生担当者と情報共有の上で、熱中症防止対策を適切に講じて
いただきますよう、お願いいたします。

管内の労働災害は12.1％減と減少傾向が継続中

裏面に続く

※休業4日以上（新型コロナウイルス感染症を除く）

令和８年４月７日現在瀬峰署管内の労働災害発生状況

死傷者数 死亡 死傷者数 死亡 増減数 増減率 増減数 増減率

全産業 33 29 -4 -12.1%

製 造 業 7 8 1 14.3%

鉱    業

建 設 業 7 2 -5 -71.4%

運輸交通業 1 3 2 200.0%

貨物取扱業

農    業

林    業 2 2

畜産・水産業 2 -2 -100.0%

商    業 5 7 2 40.0%

金融・広告業

映画・演劇業

通 信 業 1 1

教育・研究業

保健衛生業 6 4 -2 -33.3%

接客娯楽業

清掃・と畜業 2 2

官公署

その他の事業 2 -2 -100.0%

令和7年 令和8年 前年同月増減
1～３月 1～３月 死傷 死亡

年 別

業 種 別
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